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給
侍
制
の
成
立
に
つ
い
て

稲

葉

光

彦

給侍制の成立について

　
我
が
国
史
中
に
は
、
し
ば
し
ば
社
会
福
祉
政
策
の
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
．
た
と
え
ば
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年
七
月
壬

子
条
に
も
、

　
給
侍
高
年
百
歳
以
上
、
賜
籾
二
斜
、
九
十
以
上
一
鯖
五
斗
、
八
十
以
上
一
斜
、
（
中
略
）
、
賑
憧
鰐
寡
惇
独
不
能
自
存
者
、
人
別
賜
籾
一
斜
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
し
て
、
高
齢
者
へ
の
給
侍
な
ら
び
に
鰐
寡
惇
独
不
能
自
存
者
に
対
す
る
賑
憧
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
古
代
国

家
に
お
け
る
給
侍
や
賑
憧
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
福
祉
政
策
は
、
『
礼
記
』
に
も
、

　
凡
三
王
養
老
皆
引
年
、
八
十
者
、
一
子
不
従
政
、
九
十
老
、
其
家
不
従
政
、
廃
疾
非
人
不
養
者
、
一
人
不
従
政
、
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（
2
）

と
あ
る
よ
う
に
、
限
定
的
な
が
ら
国
家
の
直
接
的
利
益
よ
り
儒
経
的
徳
治
の
理
念
を
優
先
せ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
本
邦
・
大
陸
を
問
わ

ず
、
災
害
発
生
時
や
即
位
・
改
元
な
ど
を
契
機
と
し
て
し
ば
し
ば
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
右
掲
『
続
紀
』
中
に
「
給
侍
高
年
」
と
あ
る
ご

と
く
、
当
代
に
お
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
高
齢
者
・
有
疾
者
に
対
し
、
「
給
侍
」
、
す
な
わ
ち
侍
ま
た
は
侍
丁
な
ど
と
称
さ
れ
る

看
護
人
の
給
付
が
法
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
侍
丁
制
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
利
光
三
津
夫
氏
が
有
疾
者
救
憧
制
の
研
究
過
程
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

考
察
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
は
、
こ
う
し
た
先
学
の
研
究
成
果
を
参
酌
し
つ
つ
、
我
が
国
に
お
け
る
侍
丁
制
の
内
容
と
そ
の
制
度

的
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

82

二

侍
丁
を
給
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
養
老
『
戸
令
』
給
侍
条
に
、

凡
年
八
十
及
篤
疾
、
給
侍
一
人
、
九
十
二
人
、
百
歳
五
人
、

並
聴
、
郡
領
以
下
官
人
、
数
加
巡
察
．
若
供
侍
不
如
法
者
、

皆
先
尽
子
孫
、
若
無
子
孫
、
聴
取
近
親
、
無
近
親
、
外
取
白
丁
、
若
欲
取
同
家
中
男
者
、

随
便
推
決
、
其
篤
疾
十
歳
以
下
、
有
二
等
以
上
親
者
、
並
不
給
侍
、

と
し
て
、
給
侍
対
象
、
侍
丁
選
任
順
位
、
罰
則
、
例
外
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
関
係
条
文
等
を
参
照
し
な
が
ら
、
律
令
制
下

に
お
け
る
高
齢
窮
民
救
護
制
度
の
代
表
的
存
在
と
も
い
え
る
侍
丁
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

　
1
　
侍
丁
の
職
務

　
律
令
条
文
に
は
、
侍
丁
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
．
こ
れ
に
つ
い
て
利
光
氏
は
、
「
看
護
の
内

容
は
、
時
宜
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
律
令
は
こ
れ
を
侍
丁
の
愛
情
と
、
こ
の
時
代
の
道
義
観
念
と
に
委
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と

　
　
　
　
　
　
（
4
）

述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
同
氏
が
さ
ら
に
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
関
係
条
規
な
ら
び
に
『
令
集
解
』
所
掲
の
明
法
家
説
よ
り
、
あ
る
程
度
の

推
察
は
可
能
で
あ
る
．



給侍制の成立について

　
ま
ず
、
『
令
集
解
』
戸
令
給
侍
条
所
掲
の
古
記
に
は
、

　
古
記
云
、
（
中
略
）
、
注
云
、
事
力
侍
人
之
類
、
案
、
不
離
老
者
許
、
取
水
湯
、
求
訪
物
井
医
薬
供
侍
耳
、
不
得
苦
役
山
野
也
、

と
し
て
、
被
救
護
者
の
も
と
を
離
れ
ず
に
看
護
扶
養
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
選
叙
令
職
事
官
患
解
条
に
、

　
凡
職
事
官
、
（
中
略
）
．
及
父
母
合
侍
者
、
並
解
官
、
其
応
侍
人
、
オ
用
灼
然
、
要
籍
駈
使
者
．
令
帯
官
侍
．

と
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
父
母
の
侍
丁
と
な
る
べ
き
者
は
、
官
を
辞
し
て
そ
の
任
に
専
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
n
　
給
侍
対
象

　
前
掲
の
戸
令
給
侍
条
に
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
侍
丁
給
付
の
対
象
者
と
給
侍
人
数
は
、

　
　
　
八
○
歳
以
上
・
篤
疾
　
　
侍
一
人

　
　
　
九
〇
歳
以
上
　
　
　
　
侍
二
人

　
　
　
一
〇
〇
歳
以
上
　
　
　
侍
五
人

と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
の
義
解
に
は
「
謂
、
其
給
侍
者
、
不
限
貴
賎
、
皆
普
給
之
、
若
篤
疾
之
人
、
年
亦
八
十
者
、
猶
給
一
人
、
不
可

累
給
、
其
九
十
百
歳
亦
准
此
例
也
、
」
と
あ
り
、
ま
た
集
解
の
一
説
に
も
「
今
案
、
依
令
、
給
侍
不
限
貴
賎
．
然
則
親
王
以
下
給
侍
之
説
、

為
長
、
」
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
年
齢
に
よ
る
給
侍
と
身
体
障
害
に
よ
る
給
侍
は
重
複
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
帳
内
・

資
人
の
支
給
を
認
め
ら
れ
て
い
る
親
王
や
五
位
以
上
の
貴
族
な
ど
が
、
さ
ら
に
侍
丁
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
妨
げ
ら
れ
て
い
な
か

　
　
　
　
　
　
（
5
）

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
、
戸
令
給
侍
条
は
、
十
歳
以
下
の
篤
疾
に
し
て
二
等
親
以
上
の
親
族
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
父
母
の
扶
養
に
任
せ
、
あ

え
て
侍
丁
の
給
付
は
行
わ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
当
該
法
文
た
る
「
其
篤
疾
十
歳
以
下
、
有
二
等
以
上
親
者
．
並
不
給
侍
、
」
に
つ
い
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て
、
古
記
に
「
問
、
並
不
給
侍
、
未
知
、
並
意
、
答
、
其
篤
疾
十
歳
以
下
、
人
数
既
多
故
、
云
並
字
耳
、
」
と
あ
り
、
そ
の
人
数
は
決
し

て
少
な
く
な
か
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
も
の
の
、
現
存
す
る
戸
籍
・
計
帳
を
通
覧
す
る
限
り
、
十
歳
以
下
の
篤
疾
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
。

　
皿
　
侍
丁
選
任
順
位

前
掲
の
戸
令
給
侍
条
に
は
、
給
侍
対
象
者
お
よ
び
給
侍
人
数
に
続
い
て
、
被
侍
丁
選
任
者
の
順
位
に
関
す
る
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
、

　
　
1

　
　
2

　
　
3

　
　
4

の
順
で
、

侍
丁
に
あ
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

す
る
説
が
見
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
選
叙
令
職
事
官
患
解
条
に
は
、

　
其
以
才
伎
長
上
諸
司
者
、
（
中
略
）
、
応
充
侍
者
、
先
尽
兼
丁
、
々
々
、
謂
、
中
男
以
上
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
侍
丁
は
官
を
辞
し
て
看
護
扶
養
に
努
め
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
当
該
人
物
の
才
能
・
技
術
が
国
務
に

必
要
不
可
欠
で
あ
る
場
合
は
、
兼
丁
す
な
わ
ち
同
戸
内
の
正
丁
・
中
男
を
も
っ
て
侍
丁
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
軍
防
令
充
衛
防
条
に
は
．

給
侍
対
象
者
の
子

　
　
8
　
　
　
孫

　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ρ
　
　
近
親

　
　
　
（
7
）

他
戸
の
白
丁

い
ず
れ
も
正
丁
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
例
外
と
し
て
給
侍
対
象
者
が
望
ん
だ
場
合
に
限
り
、
同
一
戸
内
の
中
男
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
『
令
集
解
』
に
は
、
同
様
に
同
戸
内
の
残
疾
や
老
丁
を
侍
丁
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と

84
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若
祖
父
母
々
々
老
疾
合
侍
、
家
無
兼
丁
、
不
在
衛
士
及
防
人
限
、

と
し
て
、
同
戸
内
に
兼
丁
の
な
い
場
合
に
お
け
る
侍
丁
の
衛
士
・
防
人
任
命
を
禁
ず
る
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
侍
丁
が
衛
士
・
防
人
に

任
命
さ
れ
た
際
、
同
戸
内
に
兼
丁
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
正
丁
・
中
男
が
侍
丁
の
任
を
引
き
継
ぐ
べ
き
こ
と
を
推
測
し
う
る
。

　
ま
た
、
名
例
律
犯
死
罪
非
八
虐
条
に
、

　
凡
犯
死
罪
非
八
虐
．
而
祖
父
々
母
々
老
疾
応
侍
、
家
無
二
等
親
成
丁
者
、
上
請
、

と
あ
り
、
侍
丁
の
八
虐
以
外
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
同
戸
内
に
二
等
親
以
内
の
正
丁
が
な
い
場
合
に
限
っ
て
上
請
に
よ
る
減
刑
等
の
機
会
が

与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
利
光
氏
は
、
「
こ
の
条
文
の
裏
面
解
釈
に
よ
っ
て
、
侍
丁
に
選
任
せ
ら
れ
る
べ
き
者
が
死
刑
に
相
当
す
る
犯
罪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

犯
し
た
場
合
に
は
、
戸
内
の
二
等
親
以
上
の
正
丁
が
代
っ
て
侍
丁
に
充
て
ら
れ
る
．
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
N
　
侍
丁
の
特
典

　
賦
役
令
舎
人
史
生
条
は
、
各
種
課
口
の
う
ち
復
除
の
対
象
と
な
る
も
の
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、

　
其
主
政
、
主
帳
、
大
毅
以
下
、
兵
士
以
上
、
牧
長
帳
、
駅
子
、
峰
子
、
牧
子
、
国
学
博
士
、
医
師
、
諸
学
生
、
侍
丁
、
里
長
、
貢
人
得
第
未
叙
、
勲
位

　
九
等
以
下
、
初
位
、
及
残
疾
、
並
免
倍
役
、

と
し
て
、
侍
丁
の
径
役
が
免
じ
ら
れ
て
い
る
．
し
た
が
っ
て
、
侍
丁
は
歳
役
お
よ
び
雑
径
の
徴
収
を
う
け
ず
、
田
租
と
調
の
み
が
賦
課
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
前
述
の
ご
と
く
軍
防
令
充
衛
防
条
に
は
、
同
戸
内
に
兼
丁
が
な
い
侍
丁
の
衛
士
・
防
人
差
点
を
免
除
す
る
規
定
が
み
ら
れ
る
。

　
ま
た
名
例
律
犯
死
罪
非
八
虐
条
に
、

85
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凡
犯
死
罪
非
八
虐
、
而
祖
父
々
母
々
老
疾
応
侍
、
家
無
二
等
親
成
丁
者
、
上
請
、
犯
流
者
、
権
留
養
親
、
謂
、
非
会
赦
猶
流
者
、
不
在
赦
例
、
伽
准
同
季
流
人
、

未
上
道
限
内
、
会
赦
者
、
従
赦
原
、
課
調
依
旧
、
若
家
有
進
丁
．
及
親
終
三
月
者
、
即
従
流
．
計
程
会
赦
者
、
依
常
例
、
即
至
配
所
応
侍
、
合
居
作
者
、
亦
聴

親
終
三
月
、
然
後
居
作
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
侍
丁
の
犯
罪
に
つ
い
て
、

　
　
八
虐
以
外
の
死
罪
i
↓
同
戸
内
に
二
等
親
以
上
の
正
丁
が
な
い
場
合
の
み
上
請
に
よ
り
勅
裁
を
仰
ぐ
。

　
　
会
赦
猶
流
以
外
の
流
罪
1
↓
同
戸
内
に
二
等
親
以
上
の
正
丁
が
な
い
場
合
は
刑
の
執
行
を
一
時
的
に
停
止
し
て
侍
丁
の
任
を
継
続
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め
る
が
、
侍
し
た
親
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
そ
の
三
月
後
に
流
刑
を
執
行
す
る
。

と
い
う
、
事
実
上
の
減
刑
や
執
行
延
期
の
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
．

　
V
　
罰
則
規
定

　
前
述
の
ご
と
く
、
侍
丁
に
は
数
々
の
優
遇
措
置
が
用
意
さ
れ
て
い
る
た
め
、
虚
偽
の
申
告
に
よ
る
侍
丁
就
任
や
任
務
慨
怠
な
ど
の
不
正

に
対
し
て
は
、
厳
格
な
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　
ま
ず
、
職
制
律
委
親
之
官
条
に
、

　
凡
祖
父
母
父
母
老
疾
無
侍
、
委
親
之
官
、
即
妄
増
年
状
、
以
求
入
侍
、
杖
一
百
、
施
歓
齪
欺
襯
儲
嫉
ヂ
瀬
親
乾
囎
恥
獺
聯
救
肝
制
紙
職
稀
喉
パ
撤
怯
踏
輪
胴
観
繍
ス
辮
劇

　
瀦
辮
燃
朴
汲
鱒
嫉
鰍
墾
齪
戎
母
（
下
略
）
、

と
し
て
、

①
「
委
親
之
官
」
、
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
侍
丁
は
官
を
辞
し
て
そ
の
任
に
専
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
扶
養

　
　
看
護
す
べ
き
親
を
放
置
し
て
任
所
に
赴
い
た
者
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②
　
祖
父
母
父
母
な
ど
が
給
侍
対
象
者
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
年
齢
・
病
状
等
を
偽
っ
て
そ
の
要
件

　
　
を
満
た
し
、
侍
丁
に
就
任
し
た
者

の
何
れ
に
対
し
て
も
、
杖
一
百
の
刑
を
科
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
、
①
の
者
に
つ
い
て
は
、
名
例
律
免
所
居
官
条
に
、

　
凡
祖
父
々
母
々
、
老
疾
無
侍
・
委
親
之
官
・
儲
抑
欄
倒
汰
財
翻
紐
ガ
嘩
舗
脚
構
題
麟
雛
齢
飴
特
理
贈
動
郷
特
測
矯
畷
砒
館
堵
騨
嫉
縮
癬
凋
穂
撚
鰍
鞭
籍
鞭
鞭
郵
鵡
煮
（
中

　
略
）
、
免
所
居
官
、
（
下
略
）
、

と
あ
り
．
名
例
律
以
官
当
徒
条
が
こ
れ
ら
徒
以
下
の
罪
に
つ
い
て
蹟
に
よ
る
換
刑
を
許
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
附
加
刑
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
「
免
所
居
官
」
す
な
わ
ち
位
記
勲
記
一
枚
を
殿
棄
せ
し
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
有
位
者
は
実
刑
を
科
し
え
な
い
が
、
そ
れ
故
に
違
反

者
が
出
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
設
け
ら
れ
て
い
る
措
置
で
あ
り
、
こ
う
し
た
官
位
降
等
と
そ
れ
に
と
も
な
う
解
官
は
、
官
界
に
あ
る
者
に
と

り
、
多
大
な
る
損
失
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
つ
ぎ
に
、
上
述
の
ご
と
き
侍
丁
制
が
我
が
国
に
定
着
し
た
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
戸
令
給
侍
条
「
集
解
」
の
引
く
古
記
に
は
、

　
古
記
云
，
問
、
若
供
侍
不
如
法
者
、
未
知
、
如
法
若
為
、
答
、
案
職
制
律
、
即
役
使
非
供
己
者
、
計
庸
坐
賦
論
、
罪
止
杖
一
百
．
其
応
供
己
駈
使
、
而

　
収
庸
直
者
、
罪
亦
如
之
、
供
己
求
輸
庸
直
者
不
坐
、
注
云
、
事
力
侍
人
之
類
、

と
あ
り
、
令
文
中
の
「
若
供
侍
不
如
法
者
」
に
つ
い
て
．
そ
の
意
義
を
明
瞭
に
す
べ
く
、
「
如
法
」
と
い
う
概
念
の
説
明
を
求
め
た
問
答
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を
掲
載
し
、
職
制
律
文
を
も
っ
て
こ
れ
に
答
え
て
い
る
。

　
滝
川
政
次
郎
氏
は
、
右
史
料
中
に
み
ら
れ
る
職
制
律
文
の
う
ち
「
事
力
侍
人
之
類
」
の
箇
所
が
、
養
老
職
制
律
監
臨
官
私
役
使
所
監
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

条
に
相
応
す
る
大
宝
律
の
逸
文
で
あ
り
、
ま
た
唐
律
な
ら
び
に
養
老
律
に
は
、
当
該
語
句
の
代
わ
り
に
「
有
公
案
者
不
坐
」
な
る
疏
文
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
利
光
三
津
夫
氏
は
、
当
該
疏
文
の
大
宝
・
養
老
律
に
お
け
る
両
度
の
改
正
・
唐
律
へ
の

復
旧
の
理
由
に
つ
い
て
、
大
宝
律
中
の
「
事
力
侍
人
之
類
」
な
る
例
示
は
本
条
の
法
理
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
不
合
理
に
気
付
い
た
養
老

律
編
者
達
が
、
そ
の
改
正
を
試
み
た
も
の
の
、
「
適
当
な
る
代
案
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
や
む
な
く
こ
れ
を
唐
律
の
旧
に
復
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

で
あ
る
と
思
う
。
」
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
職
制
律
監
臨
官
私
役
使
所
監
臨
条
は
、
監
臨
之
官
が
そ
の
監
臨
す
る
人
民
な
ど
を
私
用
に
役
使
し
た
り
、
自
ら
駈
使
す
べ
く
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

よ
り
支
給
さ
れ
た
従
者
の
庸
直
の
み
を
収
め
る
こ
と
な
ど
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
例
外
と
し
て
他
人
に
駈
使
せ
し
め
て
庸
直
を

収
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
従
者
の
規
定
が
付
さ
れ
て
は
い
て
も
、
利
光
氏
の
主
張
さ
れ
る
ご
と
く
、
現
職
の
律
令
官
人
た
る
「
監
臨
官
」

に
侍
丁
の
給
せ
ら
れ
る
こ
と
や
、
看
護
労
働
力
の
提
供
義
務
者
た
る
侍
丁
か
ら
庸
直
を
と
る
こ
と
は
法
理
に
背
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。　

し
た
が
っ
て
、
大
宝
律
疏
文
を
改
正
し
た
養
老
律
編
者
の
行
為
は
、
頗
る
妥
当
で
あ
っ
た
と
評
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
何
故
、

大
宝
律
編
者
が
唐
律
継
受
に
際
し
て
．
か
か
る
過
ち
を
犯
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
筆
者
は
そ
の
理
由
を
、
当
時
本
邦
に
お
い
て
侍
丁
制
に

対
す
る
理
解
が
欠
如
な
い
し
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
高
塩
博
氏
は
、
大
宝
律
疏
文
の
「
事
力
侍
人
之
類
」
は
唐
律
疏
の
疏
文
「
執
衣
白
直
之
類
」
に
相
応
す
る
と
擬
定
し
て
い
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
大
宝
律
当
該
条
に
お
け
る
唐
律
疏
文
の
改
正
・
例
示
の
付
属
は
、
あ
え
て
法
意
の
明
示
を
狙
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
大
宝
律
編
者
が
「
事
力
侍
人
之
類
」
と
く
に
侍
人
の
性
格
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ず
誤
解
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
戸
令

給
侍
条
の
法
意
説
明
に
当
該
律
疏
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
同
様
の
誤
解
な
い
し
機
械
的
作
業
よ
り
生
じ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
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よ
う
。

　
す
な
わ
ち
大
宝
律
令
編
纂
当
時
、
積
極
的
な
唐
律
改
正
の
試
み
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
侍
丁
な
る
福
祉
制
度
に
対
す
る
我
が
法
家
の

理
解
の
度
合
が
、
未
だ
か
か
る
程
度
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
侍
丁
制
度
自
体
が
、
本
来
の
機
能
を
果
し
得
る
以
前
の

状
態
、
換
言
す
れ
ば
継
受
よ
り
定
着
へ
の
過
渡
的
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
給
侍

制
の
現
実
的
な
成
立
は
、
大
宝
律
令
の
編
纂
よ
り
以
後
、
法
家
が
こ
う
し
た
誤
解
に
気
付
い
て
疏
文
の
改
正
（
復
旧
）
を
行
な
っ
た
養
老

律
令
編
纂
に
至
る
間
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

給侍制の成立について

　
以
上
、
律
令
に
規
定
さ
れ
た
侍
丁
制
を
概
見
し
つ
つ
．
我
が
国
に
お
け
る
当
該
制
度
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
．
律
令
は

給
侍
対
象
者
の
近
親
に
看
護
義
務
を
負
わ
し
め
、
卑
位
庶
民
に
は
諸
種
の
特
典
を
、
ま
た
貴
位
高
官
に
対
し
て
は
各
種
罰
則
を
も
っ
て
、

そ
の
励
行
を
促
し
た
。
特
に
後
者
の
処
罰
規
定
は
、
官
当
に
よ
る
徴
腰
に
も
免
所
居
官
の
付
加
刑
で
対
処
す
る
な
ど
、
周
到
な
用
意
で
臨

ん
で
お
り
、
こ
う
し
た
貴
賎
こ
と
ご
と
く
孝
徳
に
従
わ
し
め
る
と
い
う
精
神
こ
そ
、
為
政
者
の
徳
治
を
基
本
と
し
た
当
代
の
福
祉
政
策
に

相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
．
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
国
家
の
要
請
と
い
う
一
片
の
例
外
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
た
め
て
一
部
の
優

位
性
を
保
証
し
た
こ
と
も
ま
た
、
よ
く
斯
世
の
法
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
加
え
て
大
宝
律
疏
文
に
顕
れ
た
侍
丁
制
へ
の
法

家
の
不
見
識
を
考
え
る
と
き
、
筆
者
は
我
が
侍
丁
制
の
実
効
性
に
少
な
か
ら
ず
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
．
侍
丁
な
る
も
の
が
当
代
の

戸
籍
・
法
令
等
の
公
文
書
に
み
え
る
の
み
で
、
文
学
作
品
等
に
殆
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
は
、
か
か
る
推
測
を
更
に
高
め
る
も
の

と
思
え
る
。

　
（
1
）
　
『
続
日
本
紀
』
巻
四
、
慶
雲
四
年
七
月
壬
子
条
．

　
（
2
）
　
『
礼
記
』
王
制
編
．
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（
3
）
　
利
光
三
津
夫
氏
「
有
疾
者
救
恒
制
の
研
究
」
（
『
律
令
及
び
令
制
の
研
究
』
二
四
一
頁
）
。

（
4
）
　
同
氏
前
掲
書
二
六
七
頁
。

（
5
）
　
な
お
、
こ
れ
を
単
に
親
王
・
高
級
貴
族
の
優
遇
と
と
ら
え
る
こ
と
は
一
考
を
要
す
る
．
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
帳
内
・
資
人
は
、
考
課
令
考
帳
内

　
条
、
選
叙
令
叙
舎
人
史
生
条
、
同
任
官
条
、
同
帳
内
資
人
条
、
同
帳
内
労
満
条
等
に
定
め
ら
れ
た
考
選
法
な
ど
を
参
照
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

　
特
に
庶
人
の
出
身
方
法
と
し
て
最
も
現
実
的
な
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
侍
丁
の
よ
う
な
扶
助
制
度
と
同
一
次
元
で
比
較
す
べ
き
で
な
い
こ
と

　
は
当
然
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
侍
丁
に
は
税
法
・
刑
事
法
な
ら
び
に
兵
役
上
の
各
種
特
典
が
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
来
、
親
王
や
五
位

　
以
上
の
貴
族
の
親
族
は
不
課
口
で
あ
り
、
議
請
減
に
よ
る
減
刑
対
象
と
さ
れ
、
さ
ら
に
蔭
子
孫
は
十
七
な
い
し
二
十
一
歳
の
間
に
舎
人
以
上
の
官
途

　
に
つ
き
え
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
侍
丁
と
し
て
の
特
典
が
こ
う
し
た
貴
位
高
官
の
子
弟
近
親
に
新
た
な
利
益
を
も
た
ら
す
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
無
い

　
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
職
制
律
委
親
之
官
条
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
解
官
義
務
が
、
か
え
っ
て
貴
位
の
子
弟
の
権
利
を
拘
束
す

　
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
位
階
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
給
侍
対
象
者
の
近
親
に
看
護
扶
養
の
義
務
を
負
わ
し
め
る
制
度
が
適

　
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
貴
位
者
ほ
ど
儒
経
倫
理
の
拘
束
を
受
け
る
と
い
う
律
令
の
精
神
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．

　
た
だ
し
、
選
叙
令
職
事
官
患
解
条
は
政
府
の
要
請
に
よ
る
場
合
の
例
外
を
許
し
て
い
る
の
で
、
実
際
に
こ
う
し
た
強
制
的
辞
官
の
規
定
が
ど
れ
ほ
ど

　
奏
効
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
本
稿
注
（
9
）
参
照
）
。

（
6
）
　
同
条
「
集
解
」
に
「
釈
云
、
謂
有
服
親
者
、
一
云
、
三
等
以
上
也
、
（
下
略
）
」
と
あ
る
が
、
令
の
法
律
用
語
と
し
て
は
、
儀
制
令
五
等
条
に
規

　
定
さ
れ
る
親
族
の
う
ち
三
等
以
上
（
「
父
母
、
養
父
母
、
夫
、
子
、
為
一
等
、
祖
父
母
、
嫡
母
、
継
母
、
伯
叔
父
姑
、
兄
弟
、
姉
妹
、
夫
之
父
母
、

　
妻
、
妾
、
姪
、
孫
、
子
婦
、
為
二
等
、
曽
祖
父
母
、
伯
叔
婦
、
夫
姪
、
従
父
兄
弟
姉
妹
、
異
父
兄
弟
姉
妹
、
夫
之
伯
叔
姑
、
姪
婦
、
継
父
同
居
、
夫

　
前
妻
妾
子
、
為
三
等
、
」
と
あ
る
）
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
7
）
　
古
記
に
「
若
有
同
戸
異
姓
丁
者
、
先
取
耳
、
」
と
あ
る
。

（
8
）
　
利
光
氏
前
掲
書
二
六
七
頁
。

（
9
）
　
こ
れ
は
、
親
族
内
の
儒
教
的
秩
序
を
重
ん
じ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
選
叙
令
職
事
官
患
解
条
に
は
「
凡
職
事
官
、
（
中
略
）
、
及
父
母
合
侍

者
、
並
解
官
、
其
応
侍
人
、
オ
用
灼
然
、
要
籍
駈
使
者
、
令
帯
官
侍
、
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
侍
丁
本
人
の
才
能
を
政
府
が
特
に
必
要
と
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

　
は
解
官
の
限
り
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
免
所
居
官
と
も
な
り
え
な
い
こ
と
が
例
外
と
し
て
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
、
儒
教
倫
理
を
原
則
と
し
つ

　
つ
も
国
家
的
要
請
を
優
先
す
る
法
家
的
思
考
の
片
鱗
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
．
た
だ
し
、
官
を
辞
せ
ず
に
親
を
伴
っ
て
赴
任
し
た
り
、

　
あ
る
い
は
任
地
に
お
い
て
親
が
老
疾
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
を
辞
さ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
違
反
と
し
て
そ
の
罪
を
問
わ
れ
る
定
め
で

　
あ
っ
た
。
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（
10
）
　
な
お
、
こ
の
「
事
力
侍
人
之
類
」
を
唐
律
の
疏
文
に
相
応
す
る
大
宝
律
の
疏
文
と
す
る
か
、
注
文
と
見
る
か
に
つ
い
て
は
学
説
が
分
れ
て
い

　
る
。
前
者
に
は
吉
田
孝
氏
「
名
例
律
継
受
の
諸
段
階
」
（
『
目
本
古
代
の
社
会
と
経
済
』
上
巻
）
．
石
尾
芳
久
氏
「
律
令
の
編
纂
」
（
『
目
本
古
代
法
の

研
究
』
）
、
高
塩
博
氏
『
日
本
律
の
基
礎
的
研
究
』
な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
は
律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
　
律
本
文
編
』
上
巻
な
ど
が
あ
る
。

（
n
）
　
滝
川
政
次
郎
氏
『
律
令
の
研
究
』
三
六
五
頁
）
．

（
12
）
　
利
光
三
津
夫
氏
「
大
宝
律
考
」
（
『
律
の
研
究
』
六
一
頁
）
。

（
1
3
）
　
養
老
職
制
律
監
臨
官
私
役
使
所
監
臨
条
に
は
、

　
　
　
凡
監
臨
之
官
、
私
役
使
所
監
臨
、
及
借
奴
碑
牛
馬
車
船
張
榿
邸
店
之
類
『
各
計
庸
賃
、
以
受
所
監
臨
財
物
論
、
欄
卵
艦
鵠
厩
鮪
ギ
駆
澱
搬
慨
郷
靴
鰍
ぎ
吸

　
　
　
家
人
亦
同
、
各
計
庸
賃
、
人
畜
車
計
庸
、
船
以
下
准
賃
、
以
受
所
監
臨
財
物
論
、
強
者
加
二
等
、
其
借
使
人
功
、
計
庸
一
日
布
二
尺
六
寸
、
人
有
強
弱
、
力
役
不
同
、
若
年
十
七
以
上
六
十
九

　
　
　
以
下
、
犯
罪
徒
役
、
其
身
庸
依
丁
例
、
其
十
六
以
下
七
十
以
上
及
療
疾
、
既
不
任
徒
役
、
庸
力
合
減
正
丁
、
宜
准
当
時
当
郷
庸
作
之
価
、
若
准
価
不
充
布
二
尺
六
寸
、
即
依
減
価
計
、
賊
科
罪
、

　
　
　
襯
如
杯
鰍
匿
即
役
使
非
供
己
者
、
謂
在
公
家
駈
使
煮
計
庸
坐
賊
払
哩
罪
止
杖
一
頁
其
応
供
己
駈
使
、
而
収
庸
直
者
、
罪
亦
如
之
趾
齢
稚
舗
蜥
髄

　
　
　
師
穂
傭
顛
跡
謹
鞭
嫌
ガ
罪
供
己
求
輸
庸
直
者
不
坐
、
舖
ボ
鮪
公
案
（
下
略
）
と
あ
る
。

（
1
4
）
　
高
塩
氏
前
掲
書
五
四
頁
。

給侍制の成立について
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